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区分支給限度を超えてサービスを利用している利用者が 

サービス提供体制加算を算定している場合の注意について 

 

平成 27 年 4 月の介護保険法改正により「サービス提供体制加算」が区分支給限度対象外のサービスになりまし

た。区分支給限度を超えてサービスを利用している利用者が「サービス提供体制加算（1日（回）につき）」を算

定している時は一部保険請求できない場合があるので注意が必要です。 

 

【次の条件全てに該当する場合は操作が必要となります】 

①利用単位数の合計が、区分支給限度単位を超えている。 

②①により、自社のサービスに「区分支給限度基準を超える単位」が割り振られた。 

③同じ月に、1日（回）ごとで算定する「サービス提供体制加算」がある。 

④②の割り振られた単位数が、基本サービスの 1日（回）あたりの単位数より多い。 

 

次のパターンの場合、区分支給限度基準を超える単位数が「842単位」割り振られています。 

割り振られた「842単位」が、単独短期生活Ⅰ１（基本サービス）の 1日分以上 2日分未満に相当するため 

「サービス提供体制加算」の 1日分「18単位」は、保険請求の対象から外れ利用者の全額自己負担になります。 

 

ケアマネっ子の操作方法 

①別表で「サービス提供体制加算」の回数を調整する。 

【別表 例】          ※Ⅳ-資料 4「平成 27年度制度改正における様式記載例パターン」の「記載例 34-1」から抜粋 

サービス略称 
サービス

コード 
単位数 回数 

サービス単

位/金額 

区分支給限度基準

を超える単位数 

区分支給限度基

準内単位数 

単独短期生活Ⅰ１ 211111 620 5 3,100 842 2,258 

短期生活サービス提

供体制加算Ⅰ１ 
216100 18 5 (90) (18) (72) 

 

 

 

「サービス提供体制加算」の「回数」に保険請求の対象 4日（回）分を入力してください。 

 

保険請求の対象外 

1日（回）分 

保険請求の対象 

4日（回）分 

 

※ケアマネっ子では上記のように表示できないため、 

 保険請求の対象の日数（回数）で請求します。 

4日（回）分の単位数になったことを確認します 



②通常の手順で介護給付費明細書を作成する。 

  【介護給付費明細書 例】    ※Ⅳ-資料 4「平成 27年度制度改正における様式記載例パターン」の「記載例 34-3」から抜粋 

  [給付費明細欄]   

サービス略称 
サービスコ

ード 
単位数 回数 

サービス単

位/金額 

単独短期生活Ⅰ１ 211111 620 5 3,100 

短期生活サービス提

供体制加算Ⅰ１ 
216100 18 4 72 

  [請求額集計欄] 

①計画単位数 2,258 

②限度額管理対象単位数 3,100 

③限度額管理対象外単位数 72 

④給付単位数 2,330 

⑤単位数単価 11.10 円／単位 

⑥給付率 90／100 

⑦請求額（円） 23,276 

⑧利用者負担額（円） 2,587 

 

 

③利用者請求業務で保険請求の対象外（全額自己負担分）の「サービス提供体制加算」追加する。 

全額自己負担になった「サービス提供体制加算」の 1日分は利用者請求業務に自動反映しないため、 

 「その他サービスの行追加」で追加して請求してください。 

  ※項目はマスタ管理の「その他サービスの登録」で登録してください。 

 

 

※詳細は WAMNETホームページの記載例をご確認ください。 

 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定版）（平成 27年 3月 31日事務連絡） 

 「Ⅳ 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係」の資料 4「平成 27年度制度改正様式記載例 

 パターン」74、75、76、80、81、82ページの記載例 34-1、34-2、34-3、36-1、36-2、36-3を参照ください。 

＜サービス提供体制強化加算の考え方＞ 

サービスを支給限度額を超えて利用する場合 

サービス提供体制強化加算は、本体報酬が 

保険給付される日数以下の、日数分しか給付

されない。 

※Ⅳ-資料 4「平成 27年度制度改正における様式記載例 

 パターン」の「記載例 34-3」から抜粋 

別表で入力した「4」日（回）分

が表示されていることを確認し

ます 


